
資料 3-1（共通） 令和 8 年 3 月 19 日 

障害福祉サービス等に係る事業者説明会 

千葉市障害福祉サービス課 

 

障害福祉サービス等情報公表制度の運用について 

 

厚生労働省では、障害福祉サービス等事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく様々な

課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、障害福祉サービス等事業者の経営情報のデータベ

ースを整備し、令和７年８月から運用を開始しました。 障害福祉サービス事業者の皆さまは、従来より

報告が義務付けられていた障害福祉サービス等情報（基本情報・運営情報）に加え、経営情報の報告を

お願いします。 

なお、事業所詳細情報の入力は必須項目と任意項目と区分されていますが、全ての項目について入力・

公表する義務がありますのでご留意ください。 

 

 

１ 障害福祉サービス等情報公表制度について 

（１）概要について 

 利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資す

ることを目的として、平成 28 年５月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者

に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事

等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、平成 30 年４月に施行されました。 

WEB サイト URL：https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do 

（２）関係法令・通知等 

 〇法令 

 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（第 76 条の３） 

 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（第 65 条の９の６～10、70

条、71 条、別表第一、別表第二） 

 ・児童福祉法（第 33 条の 18） 

 ・児童福祉法施行規則（第 36 条の 30 の２～６、50 条の２、３、別表第二、三） 

 〇通知 

  厚生労働省 WEB サイト URL： 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00001.html 

 

（３）制度のしくみについて 

 ※障害福祉サービス等情報を都道府県等（千葉市指定の場合は千葉市）に報告する義務があります。 

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7574&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7809&dataType=0
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7809&dataType=0
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82060000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82062000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00001.html


 

２ 運用について 

 情報公表システムから届いたメールに記載されているＩＤ・パスワードでシステムにログインし、情

報の登録を行ってください。 

ＩＤ・パスワードは１つの事業者（法人）に１つ発行されます。複数の事業所の指定を受けている事

業者についても、ＩＤ・パスワードは事業者に１つだけです。 

事業者がシステム上で情報を登録するためには、事業所の基本情報を当課で登録する必要があります

ので、事業所の基本情報が登録されていない場合は、当課までご連絡ください。 

 

【ログイン URL】 

 https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/COP000100E0000.do 

 

【マニュアル】 

具体的な操作方法については、下記 に掲載されている操作説明書（マニュアル）を参照して入力を行

ってください。 

 https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/ 

 

３ 更新について（毎年度必ず実施） 

（１）更新期間 

①障害福祉サービス等情報（障害福祉サービス等事業者経営情報を除く）…５月ごろ 

②障害福祉サービス等事業者経営情報…当該事業者の毎会計年度終了後、３月以内 

※経過措置として、令和６年度決算情報については、報告期限は令和８年３月３１日 

 

（２）更新時点 

①障害福祉サービス等情報（障害福祉サービス等事業者経営情報を除く）…４月１日時点 

②障害福祉サービス等事業者経営情報における職種別の職員数・給料…会計年度の初日の属する月時

https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/COP000100E0000.do
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/


点 

 

（３）更新内容…全情報・全事業所 

 

（４）更新作業 

別紙「※【公表済みの事業所情報について】年度更新の届出はボタン1つで申請が可能です！」を

参照 

  

４ 変更について（都度実施） 

 【重要な事項】※前年度と情報に変更がない場合も毎年度の報告が必要です。 

  「法人等及び事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先」に変更があった場合は、変更

から１０日以内に入力し、承認申請を実行してください。 

（当課へ提出する変更届出書とは別途、申請が必要です。） 

 【その他の事項】（都度任意実施） 

  毎年度４月１日時点の更新で足りますが、事業者の判断で随時変更することも可能ですので、変更

内容を入力後、承認申請を実行してください。 

 

５ 入力内容 

  入力内容については、昨今は医療的ケアが必要な方への支援が大きな課題となっておりますので、

医療的ケアを必要とする方の受入体制が整っている事業所は、ぜひ公表サイトの該当欄へ入力をお願

いいたします。 

 

 

 

 



 

６ 情報公表未報告減算について 

 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、

令和６年４月から情報公表未報告減算が新設されました。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律第７６条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位

数を減算することとなっており、単位数は以下のとおりです。 

 ・所定単位数の１０％を減算 

  （対象サービス：療養介護、施設入所（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを

含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設） 

 ・所定単位数の５％を減算 

  （対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入

所、生活介護、自立生活援助、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く。）、就労移行支援、就労継続

支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談

支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障

害者支援施設が行う各サービスを除く）） 

 なお、詳細につきましては、告示及び留意事項をご確認ください。 

 

７ 指定権者による確認について 

指定権者は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に

係る事業者から障害者総合支援法第７６条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていること

を確認することが義務付けられました。 

 

８ 障害者支援施設等災害時情報共有システムについて 

令和３年 9 月 1 日より、国において障害者支援施設等災害時情報共有システムの運用を開始していま

す。これは、国が災害発生時における被災状況等を迅速に把握するためのシステムであり、当システム

で災害発生時に被災状況等の報告を依頼しています。 

この報告依頼は、障害福祉サービス等情報公表システム（以下 WAM NET）の事業所情報の「システ

ムからの連絡先」欄に記載されているメールアドレスへ送付されます。WAM NET の登録内容を確認い

ただき、未登録の場合は登録するようお願いします。 

 

９ その他 

ＩＤ・パスワードが不明であり、情報公表システムからのメールが見つからない場合は、別紙「障

害福祉サービス等情報公表システムログインＩＤ確認依頼書（千葉市様式）」を当課宛てにメールに

てご提出ください。 

 

１０ よくある質問 

（質問）パスワードを忘れてしまいました。 

（回答）「ログイン画面」に表示されている【パスワードをお忘れの場合はこちら】のリンクをクリッ

クし、画面に従い、パスワードのリセット処理を行ってください。 

 

（質問）複数の事業所を運営しているのですが、１つのID・パスワードしかありません。 

（回答）ID・パスワードは、報告先自治体から事業者（法人）に対して１つのみ発行されます。 



 ※県・市にまたがり複数の事業所を運営する事業者（法人）に対しては、各報告先自治体からID・パ

スワードが発行されるため、２つ以上のID・パスワードを保有することになります。 

 

（質問）事業所詳細情報の入力は必須項目だけ入力すればよいのですか。 

（回答）必須項目は、承認申請をするのに必要最低限の入力項目です。 

    事業者（法人）は、全ての項目について入力・公表する義務があります。 


